
米沢市鳥獣被害対策実施隊の任命式を行います。 

１．日時・場所 

日時：令和７年４月 18 日（金） 14：30～15：00 

場所：庁議室 

２．米沢市鳥獣被害対策実施隊（通称：実施隊）について 

本市の区域内において鳥獣による農作物の被害を防止するため、「鳥獣による農林水

産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第９条の規定」により米沢市鳥

獣被害対策実施隊（以下「実施隊」という。）を設置しています。 

実施隊員は、市長が非常勤の特別職員として任命します。 

令和 7 年度の実施隊は、各地区の協議会や猟友会の推薦を受けた隊員 165 名が任命さ

れます。（地区協議会 55名、猟友会 110名） 

任命式には、各地区の協議会の代表者７名、猟友会代表１名、合計８名が出席されま

す。 

組織名 任命式出席者 備考 

南原有害動物対策協議会（南原・関地区の活動） 大竹 茂 

万世地区有害鳥獣対策協議会（万世地区の活動） 菊池 政信 

山上地区有害鳥獣対策協議会（関根・赤崩地区の活動） 我彦 正福 

三沢・田沢地区有害鳥獣対策協議会（小野川・簗沢・田沢地区の活動） 鈴木 新一 

米沢西地区有害鳥獣対策協議会（舘山りんご団地内の活動） 鈴木 廣志 欠席 

上長井地区有害鳥獣対策協議会（遠山町・古志田町・笹野町の活動） 佐藤 清四郎 

上郷地区有害鳥獣対策協議会（上郷地区の活動） 佐藤 進 

広幡地区有害鳥獣対策協議会（広幡地区の活動） 古山 剛 代理 

山形県猟友会米沢支部 髙橋 勇一 代理 

米沢市鳥獣被害対策実施隊任命式について 

令和 7 年４月１５日 

森林農村整備課農村振興担当 

電話 22-5111（内線 440５） 

米沢市報道資料 



 

３．実施隊の業務 

(1) 鳥獣の捕獲及び追払いに関すること。 

(2) 農地、山間部等の巡回に関すること。 

(3) 農作物の被害の状況、鳥獣の出没等の調査に関すること。 

(4) その他被害防止施策の実施に関すること。 

 


